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  付則 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規則は、管理者及び会計管理者の権限に属する事務について、

その処理手続及び執務に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに、

合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。   

第２章 職員の職責 

（執務の原則） 

第２条 職員は、住民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行す

るとともに、最小の経費で最大の効果をあげるように努めなければなら

ない。 

２ 命令系統は、常に統一を保ち、これを乱すことがあってはならない。 

３ 事務を処理するに当たっては、分担事務に間隙又は重複を生じないよ

う関係部門と密接に協調し、意思の疎通を図らなければならない。 

  （副管理者の職責） 

第３条 副管理者は、政策の最高方針及び基本方針の決定及び推進につい

て管理者を助け、事務執行の調整を図るとともに、職員を指揮監督する。 

 （事務局長の職責） 

第４条 事務局長は、管理者、副管理者の命を受け、所属職員を指揮監督

し、所管事務の執行に当たる。 

２ 事務局長は、政策の基本方針の決定について、管理者、副管理者を助

ける。 

３ 事務局長は、決定された基本方針に基づき、所管事務について執行方

針又は基本計画を立案し、管理者、副管理者の承認を得て、これを所属

職員に周知徹底させるとともに、これらの執行について統制及び調整を



行う。 

４ 事務局長は、所管事務の運営について常に意を用い、方針変更若しく

は計画変更を要するもの又は異例に属するものは、そのつど管理者、副

管理者に報告し、指示を受けなければならない。 

５ 事務局長は、所管事務の執行状況について整理要約の上、随時管理者、

副管理者に報告しなければならない。 

（次長等の責務） 

第４条の２ 次長は、事務局長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管

事務の執行に当たる。 

２ 次長は、所管事務の運営について常に意を用い、異例に属するもの等

は、事務局長に報告し、指示を受けなければならない。 

３ 次長は、事務局長の職務を補佐し、事務局長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。 

 （主幹等の職責） 

第５条 課長は、次長の命を受け、所属職員を指揮監督し、決定された基

本計画に基づき、所管事務について実施計画を立案し、事務局長の承認

を得て、所管事務の執行に当たる。 

２ 主幹は、前項の実施計画について次長の承認を受けなければならない。 

３ 主幹は、所管事務の運営について常に意を用い、計画変更を要するも

の又は異例に属するものは、そのつど次長に報告し、指示を受けなけれ

ばならない。 

４ 主幹は、所属職員がその事務の執行について最善の努力をはらい、か

つ有効な方法で執務するように指導教育しなければならない。 

５ 主幹は、所管事務の執行状況について整理要約の上、随時次長に報告

しなければならない。 

６ 主幹は、次長の職務を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職

務を代理する。 

７ 副主幹は、主幹の職務を補佐し、主幹に事故があるときは、その職務

を代理する。 

 （主査等の職責） 

第６条 主査は、主幹の命を受け、担当事務について職員を指揮監督し、

当該事務を処理する。 

２ 主任は、主査の職務を助ける。 

 （その他職員の職責） 

第７条 前４条に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、

その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。 

第３章 決裁手続 

 （決裁手続等） 

第８条 この規則に定めるもののほか、組合の事務の決裁手続並びに代決

又は専決することができる者及びその範囲は、川西市事務処理規則（昭



和４２年川西市規則第１５号）の例による。 

 （管理者の決裁を要する事項） 

第９条  次の各号のいずれかに該当する事項については、すべて管理者

の決裁を受けなければならない。  

 （１）規定の解釈上疑義があると認められること。 

 （２）異例に属し、又は先例になると認められること。 

 （３）紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認

められること。 

 （４）特に重要と認められること。 

２ 前項に規定する管理者の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりと

する。 

（１）組合所有地の境域に関すること。 

（２）組合行政の総合企画、総合調整及び重要な施策の実施に関するこ

と。 

（３）組合議会の招集に関すること。 

（４）組合議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。 

（５）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条及び第１８０

条による専決処分に関すること。 

（６）規則、訓令その他例規（補助金の交付の根拠となる内規等を含む。）

の制定及び改廃に関すること。 

（７）付属機関の委員等の任命、委嘱及び解職に関すること。 

（８）付属機関の会議の招集及びそれに対する諮問に関すること。 

（９）事務の委任に関すること。 

（１０）職員の進退に関すること。 

（１１）副主幹以上の職員の補職に関すること。 

（１２）事務局長以上の職員の服務に関すること。 

（１３）副管理者及び事務局長の出張を命令し復命を受理すること。 

（１４）職員の任免、分限（副主幹以下の職員の休職を除く。）及び懲戒

処分に関すること。 

（１５）不服の申立て、訴願、訴訟、和解、あつせん、調停及び仲裁に

関すること。 

（１６）重要な請願、陳情及び建議に関すること。 

（１７）指令、命令、訓令及び特に重要な通達を行うこと。 

（１８）特に重要な申請、証明、報告及び通知に関すること。 

（１９）重要な許可、認可、承認及び免許又はその取消しの決定に関す

ること。 

（２０）世論の聴取及びその要望事項の処理推進に関すること。 

（２１）住民に対する重要事項の公表に関すること。 

（２２）公の施設の設置及び処分に関すること。 

（２３）基金の設置及び処分に関すること。 



（２４）重要な行政財産の用途変更又は廃止を決定すること。 

（２５）重要な組合所有財産の貸借又は無償譲渡に関すること。 

（２６）１件５００万円以上の組合所有財産の処分に関すること。 

（２７）１件５００万円以上の不用品の処分に関すること。 

（２８）１件１，０００万円以上の補助金の支出決定に関すること。 

（２９）予算の追加又は変更が将来必要となる事案の決定に関すること。 

（３０）１件５，０００万円以上の工事の施行箇所及び仕方の決定並び

に請負契約の締結に関すること。 

（３１）１件２，０００万円以上の工事に係る設計、監理、測量及び調

査委託業務の施行の決定並びに委託契約に関すること。 

（３２）１件２，０００万円以上の物品購入の決定及び購入並びに単価

契約の締結に関すること。 

（３３）１件５，０００万円以上の工事請負費の支出負担行為を決定す

ること。 

（３４）１件２，０００万円以上の委託料、使用料及び賃借料、公有財

産購入費並びに備品購入費の支出負担行為を決定すること。 

（３５）１件１，０００万円以上の負担金、補助及び交付金（退職手当

組合負担金、療養給付費等を除く。）、貸付金、償還金、利子及び割引

料（公債費元利償還金を除く。）、補償、補填及び賠償金、投資及び出

資金、積立金、寄付金、公課費並びに繰出金の支出負担行為を決定す

ること。 

（３６）損害賠償に関すること。 

（３７）表彰及びほう賞に関すること。 

（３８）他の行政機関との重要な協議に関すること。 

（３９）有価証券の購入等に関すること。 

（４０）前各号に準ずる重要又は異例と認められること。 

 （会計管理者の権限に属する事務に係る専決事項） 

第１０条 会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を主幹

が専決することができる。 

（１）１件１，０００万円未満の収入に係る事務に関すること。 

（２）１件１００万円未満の支出に係る事務に関すること。 

（３）前各号の規定にかかわらず、定期的に収入及び支出する事務に関

すること。 

 （４）既定の借入条件に基づく公債費の支出に係る事務に関すること。 

（５）物品の出納及び廃棄処分に係る事務に関すること。 

２ 前項の規定による事務について、重要な事項、異例の事項又は疑義が

認められる事項については、その都度会計管理者に報告し、その指示を

受けなければならない。 

（総務課長が不在のときの代決） 

第１１条 前条の規定により主幹が専決する事項について、主幹か不在で



あるときは、副主幹がその事項を代決する。 

第４章 雑則 

 （非常災害の場合の事務処理） 

第１２条 管理者は、非常災害等において緊急の必要があると認めるとき

は、この規則の規定にかかわらず、別に指示を行うことができる。 

 （補則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、川西市の例による

もののほか、管理者が別に定める。 

 

  付 則 

  この規則は、公布の日から施行し、平成１２年８月１１日から適用す

る。 

附 則（平成１９年規則第２３号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年規則第３０号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（平成２６年規則第４２号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

付 則（平成２８年規則第１号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年規則第５０号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 付 則（令和５年規則第５３号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 


